
 

検討会及び配付資料等の公開について（案） 

 

 

 

日本版ＳＢＩＲ制度の見直しに向けた検討会の議事の運営については、以下の

とおりとする。 

 

 

 

１．本検討会は、委員各位の率直かつ自由な意見交換を確保するため、原則と

して非公開とする。 

 

２．配布資料、議事要旨については、内閣府又は中小企業庁のホームページ等

を通じて原則公開する。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、その全

部又は一部を公開しないものとすることができる。 
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